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全国認定農業者協議会 

 

 

 

 

 

 



 

 

「全国認定農業者協議会」は、各県認定農業者組織の活性化及び全国的な課

題の国との協議などを通じて、地域農業の発展に貢献するよう活動している。 

今般の「食料・農業・農村基本法」の改正を踏まえ、認定農業者は離農する

経営の受け皿として食料安全保障の強化に寄与すべく、一層の経営管理能力

向上に努めなければならない。 

一方で、地域農業や営農の今後にとって最重要な取組である「地域計画」の

策定と実行においては、多くの地域で受け手不足が最大の課題となっており、

効率的かつ安定的な農業経営を営む中心的存在たる「認定農業者」のさらなる

経営改善と次世代への経営継承が求められる。 

このため、各地の農業者にとって認定農業者制度がより魅力的になり、真に

経営改善に資するとともに若手や女性の積極的な参画を促せるよう、我々の

活動強化を図るため、国は下記の事項に取り組むよう求める。 

 

 

１．認定農業者制度のさらなる活用による望ましい農業構造の確立 

 

（１）認定農業者の組織化推進と活動強化の支援  

認定農業者の意向を集約し、地域農業のあり方や国の施策をより望まし

い方向へ展開させるため、都道府県段階での認定農業者の組織化と、全国

組織を含めた活動の支援・助成をすること。 

加えて、市町村担当課の増員や予算拡充など体制を強化し、個々の認定

農業者に適した情報提供や、各地での継続的な研修の実施などができるよ

うにすること。 

 

（２）農業経営改善計画の充実化 

農業経営改善計画に経営継承の計画を盛り込む等、より経営の持続性に

資するような見直しを行うこと。また計画策定や更新時に、都道府県農業

経営・就農支援センターの専門家等が経営分析をしたうえで、適切な目標

設定とそのための緻密な経営計画となるように支援すること。 

 

（３）農業経営改善計画に沿った経営支援の実施 

都道府県農業経営・就農支援センター等の支援機関が、農業経営改善計

画の目標達成状況等を踏まえて支援対象者を掘り起こし、経営改善に向け

たフォローアップを随時行うような伴走支援を推進すること。 

加えて、同センターがより多くの経営体の相談に応じ、経営発展の各段階

（別紙参照）で必要とする支援が可能となるよう、専門家の確保や、経営支

援を行う他機関との連携も含め、体制を強化すること。 

 



 

２．地域計画と農業経営改善計画の実行に有効な支援の実施 

 

（１）地域の協議での認定農業者の意見の反映 

地域計画の協議においては、認定農業者の農業経営改善計画の目標達成

に資することが重視されるようにすること。特に、所得目標の達成や後継

者確保など持続的経営が可能な受け手の意向を最大限配慮すること。 

また、都道府県・国は、策定主体の市町村や農業委員会を恒常的にバッ

クアップするとともに、利用権設定の農用地利用集積等促進計画への一本

化に際して、農地中間管理機構が万全な体制で臨めるようにすること。 

 

（２）地域計画と改善計画に即した機械等補助の実施 

 さらなる経営所得の拡大に対応するには、農機の更新や大型機械への買

い替え、施設の増設など多額の投資を要する。地域計画や農業経営改善計

画に沿った経営拡大にあたっては、農機具等の導入に関する補助事業をポ

イント制でなく、更新時等の必要な時期に採択されるよう運用すること。 

 

（３）営農環境の整備と一体的な地域計画の推進 

 中山間等の条件不利地では、農業インフラの老朽化や狭小な農地利用の

ため農地の引き受けはコストの増加に直結する。また、鳥獣害は離農の誘

発と新規参入の阻害になっている。 

このため、インフラの再整備や土地基盤整備、鳥獣害対策などの計画を

地域計画とあわせて定め、国費補助のもと施工されるようにすること。 

 

３．農業人材の確保対策 

 

（１）新規就農対策の拡充・強化 

農業に人材を呼び込み育成するため、新規就農者育成総合対策による支

援は、十分な予算を確保した上で継続実施すること。 

特に、経営資産の分散・散逸を防ぎ、かつ地域コミュニティを次世代に

引き継ぐ観点からも親元就農の重要性を鑑み、支援策を拡充すること。  

 

（２）農業教育の充実化 

食料・農業・農村に対する価値観の醸成や食文化の継承に資することか

ら、幼少期からの農業教育や体験の機会を拡充すること。 

また、意欲ある農業者を養成するため、一般教養を含め経営管理や農業技

術などが体系的に学べるよう農業教育機関を充実化するとともに、就農を

要件に学費を助成する等の仕組みを検討すること。 

 



 

（別紙） 


